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                              議案第 15 号  

 

 

   立川市立学校の学校給食費に関する条例施行規則の一部を改正する規則につ

いて  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

 

  令和７年３月 25 日  

 

 

            提出者   立川市教育委員会   

教育長  栗  原    寛  

 

 

 理由  

  学校給食費の無償化を踏まえ、保護者等の事務手続きの簡略化を図るため、関

係する規定を改正するもの。また、悪天候、災害その他の理由による臨時休業に

よる学校給食費の減免に係る規定を追加するもの。  
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立川市立学校の学校給食費に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 

立川市立学校の学校給食費に関する条例施行規則（令和４年立川市教育委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。 

次の表中、下線が引かれた部分及び太枠で囲まれた部分については、改正前を改正後のように改める。 

改正後 改正前 

（学校給食の申込み） （学校給食の申込み） 

第３条 保護者及び教職員等は、別に定めるところにより、学校給食の

申込みを行うものとする。 

第３条 保護者及び教職員等は、別に定めるところにより、学校給食の

申込みをしなければならない。 

（学校給食費の減免） （学校給食費の減免） 

第６条   ……略…… 第６条   ……略…… 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

２ 別表第１の５の項に掲げる場合に係る学校給食費の減免を受けよう

とする納付保護者又は教職員等は、アレルギー等による牛乳類代金減

免申出書（第１号様式）を学校長に提出するものとする。 

（遅延損害金の額及び算定方法） （遅延損害金の額及び算定方法） 

第９条   ……略…… 第９条   ……略…… 

２及び３   ……略…… ２及び３   ……略…… 

４ 第１項の規定による年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間に

ついても、365日当たりの割合とする。 

４ 第１項の規定による年当たりの割合は、閏年の日を含む期間につい

ても、365日当たりの割合とする。 

５   ……略…… ５   ……略…… 

（未納に対する措置に係る様式） （未納に対する措置に係る様式） 

第11条 納期限までに学校給食費の納付を行わなかった者（以下「滞納

者」という。）に対し、次の各号に掲げる措置を講ずるときは、当該

各号に定める様式を用いるものとする。 

第11条 納期限までに学校給食費の納付を行わなかった者（以下「滞納

者」という。）に対し、次の各号に掲げる措置を講ずるときは、当該

各号に定める様式を用いるものとする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第171条の規定による

督促をするとき 督促書（第１号様式） 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第171条の規定による

督促をするとき 督促書（第２号様式） 

(2) 前号の措置を講じたにもかかわらず学校給食費の納付義務を履行 (2) 前号の措置を講じたにもかかわらず学校給食費の納付義務を履行
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しない滞納者に催告するとき 催告書（第２号様式） しない滞納者に催告するとき 催告書（第３号様式） 

(3) 特別な事情により納期限内に学校給食費を納付することが著しく

困難な滞納者から納付相談があったとき 学校給食費納付相談票

（第３号様式） 

(3) 特別な事情により納期限内に学校給食費を納付することが著しく

困難な滞納者から納付相談があったとき 学校給食費納付相談票

（第４号様式） 

(4) 滞納者と納付方法について交渉した結果、学校給食費の納付義務

の履行の延期又は学校給食費の納付額の分割を求める意思を確認す

るとき 学校給食費分割納付・延期納付特約申立書（第４号様式） 

(4) 滞納者と納付方法について交渉した結果、学校給食費の納付義務

の履行の延期又は学校給食費の納付額の分割を求める意思を確認す

るとき 学校給食費分割納付・延期納付特約申立書（第５号様式） 

(5) 学校給食費分割納付・延期納付特約申立書の内容の可否を決定

し、申立て者に通知するとき 学校給食費分割納付・延期納付特約

承認（不承認）通知書（第５号様式） 

(5) 学校給食費分割納付・延期納付特約申立書の内容の可否を決定

し、申立て者に通知するとき 学校給食費分割納付・延期納付特約

承認（不承認）通知書（第６号様式） 

別表第１（第６条関係） 別表第１（第６条関係） 

 減免することができる事由 減免する額 

 …略… 

５ アレルギー等身体的疾患の事由

により、児童又は生徒が学校給

食のうち飲用の牛乳及び同等品

を摂取することができないと

き。 

東京都学校給食用牛乳提供価

格（当該額に１円未満の端数

があるときは、これを１円に

切り上げるものとする。）

に、当該飲用の牛乳の提供を

受けない日数を乗じて得た額 

６ 悪天候、災害その他の理由によ

る臨時休業（この表において

「災害休業」という。）によ

り、学校給食を実施する日の一

１食当たりの額に、災害休業

により学校給食を受けない日

数から１日を減じた日数を乗

じて得た額 

 減免することができる事由 減免する額 

 …略… 

５ アレルギー等身体的疾患の事由

により、児童若しくは生徒又は

教職員等が、学校給食のうち飲

用の牛乳及び同等品を摂取する

ことができないとき。 

東京都学校給食用牛乳提供価

格（当該額に１円未満の端数

があるときは、これを１円に

切り上げるものとする。）

に、当該飲用の牛乳の提供を

受けない日数を乗じて得た額 
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部について、市が連続して２日

以上学校給食を実施しないと

き。 

７ １から６までに掲げる事由のほ

か、市長が特に必要があると認

めるとき。 

市長が別に定める額 

 

 

 

 

６ １から５までに掲げる事由のほ

か、市長が特に必要があると認

めるとき。 

市長が別に定める額 

 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 


